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I. はじめに

平成23年12月2日に公布された法人税法施行令の一部を改正する政令（平成23年12月改正
税法）により、法人の減価償却制度に関する規定が改正されました。

本稿では、今回の改正税法における減価償却制度の規定のうち、償却の方法等に関する経過
措置（特例措置）を中心に紹介します。

II. 減価償却制度改正の概要

1. 定率法償却率の見直し

今回の改正により、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産の定率法の償却率に
ついては、従来定額法の償却率の2.5倍に設定されていた償却率（250%定率法）に代えて2.0
倍に設定された償却率（200%定率法）を適用することとされました。

出典: 経済産業省「平成
23年度税制改正につ
いて」（参考資料）平成
22年12月 6ページ
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2. 償却の方法等に関する経過措置

上述のとおり、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産の
定率法の償却については200%定率法を適用することとされていま
すが、法人の事務負担の軽減を図るための特例措置が設けられてい 
ます。

(1) 250%定率法の適用

① 概要

法人が、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する
事業年度（改正事業年度）においてその有する減価償却資産につ
き定率法を選定している場合、取得の日によっては同一事業年度
に200%定率法と250%定率法が混在することになります。このよ
うな法人の事務負担の軽減を図るため、平成24年4月1日をまた
ぐような事業年度（例えば平成24年12月決算年度）については、
平成24年4月1日以後その事業年度終了の日までに取得をした減
価償却資産については250%定率法により償却することができる
とされています。改正事業年度においては旧法人税率（30%）が適
用されているため、減価償却についても従前通りの250%定率法
による償却を認める特例措置が設けられたものと考えられます。

② 留意点

この特例措置は、法人の任意により改正事業年度に限り従来の
250%定率法で償却する事ができるものであり、改正事業年度の
翌事業年度以後の各事業年度においては200%定率法により償却
することから、選択にあたり届出書の提出等の手続は不要です。

(2) 200%定率法の適用

① 概要

平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされ
た減価償却資産がある場合、平成24年3月31日までに取得をし
た減価償却資産については250%定率法を適用し、平成24年4月
1日以後に取得をされた減価償却資産については200%定率法を
適用することから、それぞれ異なる償却率により償却を行う必要
があります。

このような法人の事務負担の軽減を図るため、その期間に取得を
した減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法
を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年
度の確定申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した届出書
を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出による法人
の選択により、改正事業年度又は変更事業年度以後の各事業年度
における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを
200%定率法により償却することができることとされています。

② 留意点

200%定率法の適用を受けるときは、改正事業年度に従来の
250%定率法を適用する場合とは異なり、「減価償却資産の償却の
方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を平成24
年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに納税
地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお提出期限は、
確定申告書の提出期限の延長をしている法人にあっては延長後
の提出期限となり、仮決算をした場合の中間申告書を提出する場
合には、その中間申告書の提出期限となります。

この届出により200%定率法の適用を受ける減価償却資産は
250%定率法の適用を受けている全ての減価償却資産となりま
すので、減価償却資産ごとにこの経過措置を選択する事はできま 
せん。

また、この経過措置の適用を受けて200%定率法に変更した資産
についても、当初の耐用年数（250%定率法に基づく耐用年数）内
に償却が完了するように、適用される償却率等について一定の調
整が行われます。

【12月決算法人の場合】

* 3月31日決算法人には改正事業年度が存在しないため、この特例措置
の適用はありません

原則： 200%定率法
特例措置： 250%定率法

平成24年1月1日 平成24年12月31日平成24年4月1日

改正事業年度
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III. おわりに

今回の減価償却制度の改正により、減価償却資産の取得日に応じて複数の償却率を適用する
等、法人の固定資産管理や税務上の負担が増えることが考えられます。事務負担の軽減を図る
ために上記のような措置も講じられていますが、提出期限までに届出書を提出する必要なども
ありますので、実際の事務運営に即した適切な準備が必要となります。

【12月決算法人の場合】

改正事業年度での変更

平成24年1月1日

平成24年12月31日平成24年4月1日

届出期限

変更事業年度での変更

選択可

平成19年4月1日

平成25年2月28日

250%定率法 200%定率法

200%定率法250%定率法

【3月決算法人の場合】

平成24年4月1日

届出期限

変更事業年度での変更

平成19年4月1日

平成25年5月31日
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